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陸前高田市ＡＩオンデマンド交通「たかたスマートモビリティ」

導入実証運行について

１ 目的

現在、運行されているたかたコミュニティバス東部線・西部線は、高台部や中心

市街地を循環する運行形態となっているが、経路の複雑さや便数の少なさから、市

内でも人口の多い地域を沿線とするにもかかわらず、国庫補助要件を満たさない利

用状況にとどまっている。また、本市地域公共交通計画策定時に実施したアンケー

ト調査においても、東西ともに沿線地域（竹駒町、高田町及び米崎町）における公

共交通への満足度は他地域と比べて低いことが明らかになっている。

このことから、市外から訪れる観光客も対象に含めたＡＩオンデマンド交通の導

入に向けた実証運行を行うことにより、利便性向上、事業者における運行効率の向

上を目指し、持続可能な公共交通ネットワーク構築の一助を図るものである。

２ 実証運行の内容

⑴ 運行期間

令和７年１２月１日(月)から令和８年３月３１日(火)まで（年末年始を除く）

⑵ 利用対象者

事前登録を行った市民等とし、年齢や居住地などによる制限は設けない。

⑶ 運行区域

たかたコミュニティバス西部線（陸前高田駅～滝の里・長部団地前～陸前高田

駅）の運行エリアにおいて、同路線を運休した上で実施する。

⑷ 乗降ポイント

停留所に類する乗降ポイントとして、エリア内に下記のとおり設定する。

ア 既存のバス停留所やＢＲＴ駅

イ 主要な医療施設及び商業施設 合計１００か所

ウ 主なごみ集積所
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⑸ 運行時間帯、車両及び事業者

ア 時間帯 午前８時３０分～正午及び午後１時３０分～午後４時３０分

毎日運行

イ 車 両 たかたコミュニティバス車両として活用している９人乗りハイエー

ス１台

ウ 事業者 (株)気仙タクシー及び高田タクシー(有)（２週間交代制）

⑹ 運賃

たかたコミュニティバス西部線の運賃に準ずる。

⑺ 事業費

約１８，８４１千円（システム構築・保守、車両運行委託、予約対応委託など）

⑻ 財源

新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）（補助率：１／２）

⑼ 法令上の位置付け

道路運送法第２１条に基づく実証運行

その他、詳細は資料２－２「実施概要書」のとおり。

３ 実証運行支援業務委託事業者

Ｍｏｐｌｕｓ株式会社（代表取締役ＣＯＯ 中川 和明）

※本年７月７日実施のプロポーザル選定委員会により選定

４ 今後のスケジュール等

本日の地域公共交通会議において内容について了承を得た後、運行事業者から東

北運輸局に対し、２⑼に基づく運送許可を申請する。

並行して、高齢者などに向けたスマートフォンの操作や事前登録、予約に係る説

明会を各地区コミュニティ推進協議会などの単位で随時開催し、周知に努める。

５ 陸前高田市地域公共交通計画における位置付け

次頁のとおり




